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（
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
一
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
選
挙
人
の
投
票
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
、
不
在
者
投
票
制
度
を
改
め
、
期
日
前
投
票
制
度
を
創
設
す

る
と
と
も
に
、
在
外
投
票
に
つ
い
て
在
外
公
館
投
票
と
郵
便
等
投
票
と
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
、
あ
わ
せ
て
、
さ
い
た
ま
市
に
係
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
改
正
を
行
う
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備

を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
期
日
前
投
票
に
関
す
る
事
項

１

期
日
前
投
票
所
に
お
け
る
投
票
に
つ
い
て
は
、
投
票
の
当
日
に
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
は
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
と
す
る
。

２

選
挙
の
当
日
に
投
票
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
選
挙
人
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公

示
又
は
告
示
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
、
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
に
関
す
る
事
項
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衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
第
一
区
は
岩
槻
市
並
び
に
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
、
浦

和
区
及
び
緑
区
と
し
、
埼
玉
県
第
五
区
は
さ
い
た
ま
市
西
区
、
北
区
、
大
宮
区
及
び
中
央
区
と
し
、
埼
玉
県
第
十
五
区
は
蕨

市
、
戸
田
市
並
び
に
さ
い
た
ま
市
桜
区
及
び
南
区
と
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
在
外
投
票
に
関
す
る
事
項

１

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
で
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
投
票
を
し
よ
う

と
す
る
も
の
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

イ

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
選
挙
の
期
日
前
五
日
（
投
票
の

送
致
に
日
数
を
要
す
る
等
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
）
ま
で
の
間
に
、

自
ら
在
外
公
館
の
長
（
特
定
の
在
外
公
館
の
長
を
除
く

）
の
管
理
す
る
投
票
を
記
載
す
る
場
所
に
行
き
、
在
外
選
挙

。

人
証
等
を
提
示
し
て
、
投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
封
筒
に
入
れ
て
在
外
公
館
の
長
に
提
出
す
る
方
法

ロ

当
該
選
挙
人
の
現
在
す
る
場
所
に
お
い
て
投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
方
法

２

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
で
、
一
時
帰
国
時
に
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て

投
票
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
内
の
投
票
制
度
を
利
用
し
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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四
、
施
行
期
日
等
に
関
す
る
事
項

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
、
三
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２

一
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る

選
挙
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
し
、
三
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
三
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を

公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
つ
い
て
期
日
前
投
票
所
に
お
け
る
投
票
を
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を

用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。


